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よ
り
良
い
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
る
た
め
に
、
市
民
、

議
会
及
び
行
政
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
役
割
と
責
任
を
担

い
、
互
い
の
立
場
を
理
解

し
、
助
け
合
い
、
協
力
し

合
う
こ
と
で
築
く
、
ま
ち

づ
く
り
の
基
本
原
則
を
定

め
る
こ
と
で
、
自
治
を
推

進
し
、
理
想
の
ま
ち
を
実

現
す
る
た
め
、
制
定
す
る

も
の
で
す
。

民
の
意
思
を
確
認
す
る

必
要
が
あ
る
場
合
」
は
、

住
民
投
票
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
旨
を
規
定
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。

《
結
果
》

原
案
可
決(

全
員
一
致)

戸
田
市
い
じ
め
防
止
基

本
方
針
の
策
定
に
伴
い
、

い
じ
め
の
重
大
事
態
が
発

生
し
た
際
の
調
査
を
行
う

「
戸
田
市
い
じ
め
問
題
調

査
委
員
会
」
を
設
置
す
る

た
め
制
定
す
る
も
の
で
す
。

質　
疑

Ｑ
ど
の
組
織
に
設
置
す
る

の
か
。

Ａ
法
に
基
づ
き
戸
田
市
教

育
委
員
会
の
附
属
機
関

と
し
て
設
置
す
る
。

Ｑ
調
査
を
要
請
す
る
ケ
ー

ス
は
。

Ａ
具
体
的
な
想
定
と
し
て

は
、
児
童
生
徒
が
自
殺

を
企
図
し
た
場
合
、
身

体
に
重
大
な
傷
害
を
負

質　
疑

Ｑ
自
治
基
本
条
例
推
進
委

員
会
の
組
織
及
び
運
営

内
容
は
。

Ａ
委
員
は
10
人
程
度
、
市

民
、
学
識
経
験
者
等
に

よ
り
構
成
。
運
営
内
容

は
①
自
治
基
本
条
例
の

協
働
の
ま
ち
づ
く
り
に

関
す
る
検
証
と
助
言
②

条
例
は
４
年
を
超
え
な

い
期
間
ご
と
に
見
直
し

の
検
討
を
行
う
こ
と
と

な
っ
て
お
り
、
改
正
の

必
要
等
の
検
証
、
本
条

例
推
進
の
た
め
の
助
言

等
を
い
た
だ
く
。

Ｑ
住
民
投
票
に
つ
い
て
。

Ａ
住
民
投
票
に
つ
い
て
は
、

６
月
定
例
会
は
６
月
６
日
か
ら
27
日
ま
で
の
22
日
間
の
会
期
で
開

か
れ
、
27
件
の
議
案
等
が
提
出
さ
れ
、
い
ず
れ
も
可
決
・
同
意
・
承

認
し
ま
し
た
。
議
案
に
対
し
て
は
、
11
議
案
に
計
23
人
の
議
員
が
質

疑
を
行
い
ま
し
た
。
討
論
は
、
２
議
案
に
対
し
て
、
３
人
の
議
員
が

行
い
ま
し
た
。（
３
ペ
ー
ジ
・
４
ペ
ー
ジ
参
照
）

ま
た
、
４
日
間
に
わ
た
る
一
般
質
問
で
は
、
18
人
の
議
員
が
活
発

な
論
戦
を
展
開
し
ま
し
た
。
最
終
日
に
は
議
員
提
出
議
案
と
し
て
１

件
の
意
見
書
が
提
出
さ
れ
、
可
決
し
ま
し
た
。

条
例
に
記
載
す
る
こ
と

の
有
無
に
つ
い
て
、
自

治
基
本
条
例
検
討
市
民

会
議
の
中
で
、
議
論
が

多
く
な
さ
れ
た
。

　
　

検
討
過
程
の
中
で
、

市
政
に
お
け
る
重
要
事

項
に
つ
い
て
は
、
市
民
、

議
会
及
び
行
政
で
十
分

話
し
合
い
を
行
い
方
向

性
を
定
め
る
こ
と
が
肝

要
で
、
住
民
投
票
は
議

論
を
尽
く
し
た
上
で
講

ず
る
最
終
手
段
で
あ
る

と
す
る
考
え
に
至
っ
た
。

　
　

こ
れ
ら
の
論
議
の
結

果
、
本
条
例
で
は
、
住

民
投
票
を
積
極
的
に
行

う
こ
と
が
で
き
る
常
設

型
と
す
る
の
で
は
な
く
、

「
特
に
重
要
な
事
項
で
市

他
自
治
体
に
先
ん
じ
て

戸
田
市
い
じ
め
防
止
基
本

方
針
を
策
定
し
、
本
案
を

本
議
会
に
上
程
し
た
こ
と

を
評
価
す
る
。
し
か
し
本

案
は
、
所
管
事
項
が
調
査

の
み
と
限
定
さ
れ
て
い
る

点
、
教
育
委
員
会
か
ら
の

独
立
性
は
求
め
ら
れ
て
い

な
い
と
す
る
点
、
会
議
・

議
事
録
等
一
切
の
例
外
な

く
非
公
開
と
す
る
な
ど
、

改
善
の
余
地
が
あ
る
。
執

行
部
よ
り
、
今
後
、
必
要

と
判
断
し
た
場
合
に
は
見

直
し
を
検
討
し
て
い
く
旨

の
答
弁
も
あ
り
、
必
要
に

応
じ
た
見
直
し
に
期
待

し
、
早
期
の
委
員
会
設
置

を
求
め
、
賛
成
討
論
と
す

る
。

《
結
果
》

原
案
可
決(

全
員
一
致)

地
方
税
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
公
布
に

よ
り
改
正
す
る
も
の
で
す
。
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▲自治基本条例検討市民会議
自治基本条例は、策定に当たり市民とともに協働作業を行ってきました。特に「自治基本条例検討市民会議」は、公募による市民を含む市民
委員と職員委員の計 35 人で構成、市民会議等を計 22 回開催し、本年３月 29 日に市長に条例素案を提出しました。

主
な
議
案

より良いまちづくりを進めるために

自治基本条例を制定
っ
た
場
合
、
金
品
等
に

重
大
な
損
害
を
被
っ
た

場
合
、
精
神
性
の
疾
患

を
発
症
し
た
場
合
等
で

す
。

Ｑ
会
議
を
非
公
開
と
定
め

る
の
は
、
な
ぜ
か
。

Ａ
「
い
じ
め
問
題
調
査
委

員
会
」
は
、
い
じ
め
防

止
対
策
推
進
法
第
28
条

の
重
大
事
態
に
つ
い
て

の
調
査
を
行
う
機
関
で

あ
り
、
そ
の
内
容
に
つ

い
て
は
関
係
児
童
生
徒

や
保
護
者
、
在
校
生
の

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
大
き

く
関
わ
る
も
の
と
な
る
。

関
係
児
童
生
徒
や
保
護

者
だ
け
で
な
く
、
学
校

や
地
域
に
不
安
や
動
揺

が
広
が
っ
た
り
、
時
に

は
事
実
に
基
づ
か
な
い

風
評
等
が
流
れ
た
り
す

る
場
合
も
考
え
ら
れ
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
へ
の
十

分
な
配
慮
が
求
め
ら
れ

る
こ
と
か
ら
会
議
を
非

公
開
と
し
て
い
る
。

質　
疑

Ｑ
法
人
市
民
税
法
人
税
割

の
制
限
税
率
引
き
下
げ

に
よ
る
影
響
額
は
。

Ａ
平
成
27
年
度
以
降
に
影

響
を
受
け
る
が
、
平
成

26
年
度
予
算
ベ
ー
ス
で

試
算
す
る
と
、
約
３
億

８
千
万
円
の
減
収
が
見

込
ま
れ
る
。

Ｑ
金
融
所
得
課
税
の
一
体

化
と
は
。

Ａ
具
体
的
に
は
、
国
債
な

ど
公
社
債
等
の
利
子
・

譲
渡
損
益
に
対
す
る
課

税
と
上
場
株
式
等
の
配

当
・
譲
渡
損
益
に
対
す

る
課
税
を
一
体
化
し
、

公
社
債
等
の
利
子
所
得

等
を
有
す
る
方
が
上
場

株
式
等
の
譲
渡
損
失
が

生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、

申
告
す
る
こ
と
に
よ
り
、

公
社
債
等
の
利
子
所
得

等
か
ら
そ
の
損
失
額
を

控
除
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
で
す
。

 

①
法
人
税
割
の
制
限
税

率
引
き
下
げ
で
、
戸
田
市

で
は
法
人
市
民
税
が
３
億

８
千
万
円
の
減
収
と
な

る
。
地
方
の
財
源
自
主
権

の
一
方
的
な
侵
害
で
あ
る

②
金
融
所
得
課
税
の
一
体

化
は
、
多
く
の
金
融
資
産

を
保
有
す
る
投
資
家
ほ
ど

税
制
面
の
恩
恵
が
受
け
ら

れ
、
富
裕
層
へ
の
優
遇
を

拡
大
す
る
も
の
と
な
る
③

一
定
額
の
上
場
株
式
及
び

公
募
株
式
投
資
信
託
の
配

当
と
譲
渡
益
を
非
課
税
に

す
る
が
、
一
方
、
国
民
の

貯
預
金
利
子
へ
の
課
税
率

は
20
％
で
、
富
裕
層
へ
の

優
遇
措
置
で
あ
る
④
軽
自

動
車
税
の
標
準
税
率
見
直

し
は
、
市
民
に
重
い
負
担

を
課
す
も
の
と
な
る
⑤
13

年
間
経
過
し
た
三
輪
以
上

の
軽
自
動
車
に
対
す
る
軽

自
動
車
税
の
課
税
が
見
直

さ
れ
、
中
古
車
に
も
重
課

が
適
用
さ
れ
る
。

今
回
の
条
例
改
正
は
安

倍
政
権
に
よ
る
大
企
業

・
富
裕
層
優
遇
の
た
め
の

「
成
長
戦
略
」
路
線
の
税

制
改
正
が
反
映
さ
れ
た
も

の
で
、
条
例
に
反
対
す
る
。

①
法
人
税
割
の
税
率
引

き
下
げ
は
、
本
年
４
月
か

ら
の
地
方
消
費
税
率
引
き

上
げ
に
よ
る
地
域
間
財
源

格
差
の
拡
大
是
正
と
い
う

国
の
方
針
に
よ
る
改
正
で

あ
り
、
や
む
を
得
な
い
②

③
金
融
所
得
課
税
の
一
体

化
で
、
納
税
者
に
と
っ
て

複
雑
で
わ
か
り
に
く
い
株

式
や
国
債
等
の
金
融
商
品

の
課
税
方
式
を
均
衡
化
す

る
こ
と
は
、
税
の
原
則
で

あ
る
公
正
・
中
立
・
簡
素

の
観
点
か
ら
必
要
で
あ
る

④
軽
自
動
車
税
の
標
準
税

率
の
見
直
し
は
、
普
通
車

と
の
車
体
重
量
差
や
性
能

差
が
、
か
つ
て
ほ
ど
な
く

な
っ
て
い
る
現
状
か
ら
す

る
と
、
普
通
車
の
最
低
税

率
と
軽
自
動
車
税
の
税
率

が
４
倍
以
上
の
格
差
が
あ

る
こ
と
は
、
バ
ラ
ン
ス
を

欠
い
た
状
況
で
あ
る
⑤
13

年
を
経
過
し
た
経
年
車
に

自
治
基
本
条
例

い
じ
め
問
題

調
査
委
員
会
条
例

税
条
例
等
の

一
部
改
正

本
田  

哲 
議
員

酒
井 

郁
郎
議
員

榎
本 

守
明
議
員

賛成討論

反対討論

賛成討論


